
目

次

告

示

△

自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
を
委
託
す
る
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
を
経
営
す
る
企
業
の
指
定

(

税

務

室)

…
…
…
一

公

告

△

落
札
者
等
の
公
示

(

大
学
企
画
管
理
室)

…
…
…
二

公
安
委
員
会
公
告

△

旧
警
備
業
検
定
合
格
者
審
査
の
実
施

二

△

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

三

警
察
本
部
公
告

△

落
札
者
等
の
公
示

五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

広
島
県
税
規
則

(

昭
和
二
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号)

第
五
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
島
県

税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号)

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金

(

以
下

｢

徴
収
金｣

と
い
う
。)

の
収
納
事
務
を
委
託
す
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
経
営
す
る
企
業
を

次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年 5月 1日 (月曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 8 7 号

1

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会

社 株
式
会
社
ポ
プ
ラ

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ス
パ

ー
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
ス

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
ヤ

マ
ザ
キ

株
式
会
社
セ
ー
ブ
オ
ン

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ

レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ

ー
ト

株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
フ

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ

サ
ン
ク
ス

株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ

ェ
ー
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
エ
ー
エ
ム
・

ピ
ー
エ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン

名

称

大
阪
府
吹
田
市
豊
津
町
九
番

一
号

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町

一
丁
目
一
番
地

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安

佐
町
大
字
久
地
六
六
五
番
地

一 茨
城
県
土
浦
市
小
松
二
丁
目

一
三
番
一
号

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
四
丁

目
二
六
番
一
〇
号

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三

丁
目
一
〇
番
一
号

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇

〇 東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八

番
地
八

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九

条
西
五
丁
目
四
二
一
番
地

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
日
本

大
通
一
七
番
地

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田

町
一
番
地

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一

丁
目
七
番
三
四
号

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁

目
一
番
一
号

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目

八
番
七
号

所

在

地

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗

に
お
け
る
徴
収
金
の
収
納

委

託

内

容

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

平
成
一
八
年
五
月
一
日
か

ら
平
成
一
九
年
三
月
三
一

日
ま
で

委

託

期

間

(号外)

号

第 ８７

外

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



公公公

告告告

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例

を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第

11条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
５
月
１
日

県
立
広
島
大
学
長
赤

岡
功

県
決
第

11号

１
調
達
件
名

県
立
広
島
大
学
コ
ン
ピ
ュ

ータ
支
援
型
語
学
学
習
シ
ス
テ
ム
一
式
(県
一
般

18第
１
号
)

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

県
立
広
島
大
学
事
務
局
学
術
情
報
課

�
所
在
地

広
島
市
南
区
宇
品
東
一
丁
目
１
番

71号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
２
月

21日
(火
)

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
広
島
支
店

�
住
所

広
島
市
中
区
基
町
６
番

77号

５
落
札
金
額

77,994,000円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
公
告
日

平
成

18年
１
月

12日
(木
)

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

39号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成

16年
法
律
第

50号
)
附
則
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

警
備
業
法
(昭
和

47年
法
律
第

117号
)
第

11条
の
２
に
規
定
す
る
検
定
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
審
査
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る

。

平
成

18年
５
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長
宮

地
治

夫

１
審
査
(学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
)
の
実
施
期
日
等

２
審
査
対
象
者

�
上
記
１
に
掲
げ
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
に
係
る
広
島
県
公
安
委
員
会
発
行
の
警
備
員
等
の
検
定

等
に
関
す
る
規
則
(平
成

17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

20号
)
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
(昭
和

61年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
)
第
８
条
の
合
格
証

(以
下
｢旧
合
格
証
｣
と
い
う

。)を
有
す
る
者

�
上
記
１
に
掲
げ
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
に
係
る
広
島
県
公
安
委
員
会
以
外
が
発
行
し
た
旧
合
格

証
を
有
す
る
者
で�
広
島
県
内
に
住
所
地
が
あ
る
者
又
は
広
島
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

３
審
査
の
区
分

�
学
科
試
験

ア
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
法
令
に
関
す
る
こ
と

。

ウ
警
備
業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と

。

エ
警
備
業
務
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

。

�
実
技
試
験

警
備
業
務
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
(徒
手
に
よ
る
護
身

術
)

。

４
審
査
申
請
手
続
等

�
合
格
者
審
査
希
望
届
出
書
の
提
出
期
間

平成18年 5月 1日 (月曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 8 7 号

2

第
２
回

第
１
回

回

空
港
保
安
警
備
業

務
１
級
及
び
２
級

施
設
警
備
業
務
１

級
及
び
２
級

交
通
誘
導
警
備
業

務
１
級
及
び
２
級

核
燃
料
物
質
等
危

険
物
運
搬
警
備
業
務

１
級
及
び
２
級

貴
重
品
運
搬
警
備

業
務
１
級
及
び
２
級

種
別
及
び
級

平
成

18年
６
月

17日
(土
)

午
前
８
時

30分
か
ら

午
後
１
時
ま
で

平
成

18年
６
月
３
日
(土
)

午
前
８
時

30分
か
ら

午
後
１
時
ま
で

実
施
期
日

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目

１
番
１
号
広
島
県
運
転
免
許

セ
ン
タ

ー２
階

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目

１
番
１
号
広
島
県
運
転
免
許

セ
ン
タ

ー２
階

実
施

場
所

100人

100人

定
員

(号外)



ア
第
１
回
審
査
に
係
る
届
出

平
成

18年
５
月

15日
(月
)
か
ら
平
成

18年
５
月

19日
(金
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

５
時
ま
で

イ
第
２
回
審
査
に
係
る
届
出

平
成

18年
５
月

31日
(水
)
か
ら
平
成

18年
６
月
６
日
(火
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
届
出
方
法

ア
審
査
希
望
者
本
人
が�

上
記�

の
提
出
期
間
内
に
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生

活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て�
同
署
備
え
付
け
の
合
格
者
審
査
希
望
届
出
書
に
よ
り
届
出
を
行
う
こ
と

。

イ
審
査
希
望
者
の
数
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は�
抽
選
に
よ
り
審
査
予
定
者
を
決
定
す
る

。

ウ
抽
選
の
結
果
及
び
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は�
通
知
等
の
方
法
に
よ
り
連
絡
す
る

。

�
審
査
申
請
書
の
提
出
先

審
査
予
定
者
に
決
定
し
た
者
は�

下
記
５
の
審
査
対
象
者
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
提
出
書
類
等
及
び

添
付
書
類
を
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
定
め
る
提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と

。

な
お�
郵
送
や
代
理
人
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
も
の
と
す
る

。

ア
広
島
県
内
に
住
所
地
が
あ
り�
又
は
広
島
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
者

当
該
住
所
地
又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課

イ
広
島
県
公
安
委
員
会
発
行
の
旧
合
格
証
を
有
す
る
者
で�

広
島
県
内
に
住
所
地
が
な
く�

か
つ�

広
島
県
内
の
営
業
所
に
属
し
な
い
も
の

広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課

�
審
査
申
請
書
の
配
付
場
所
等

広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て
直
接
受
け
取
る
こ
と

。

５
提
出
書
類
等

６
審
査
手
数
料

4,700円

こ
の
手
数
料
は�
審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

4,700円
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付

す
る
こ
と

。

こ
の
広
島
県
収
入
証
紙
は�
審
査
申
請
書
に
ち
ょ
う
付
せ
ず
消
印
も
し
な
い
こ
と

。

な
お�
納
付
さ
れ
た
審
査
手
数
料
は
返
還
し
な
い

。

７
服
装
及
び
持
参
物

�
服
装

私
服
(作
業
衣�
運
動
が
出
来
る
服
装
等
)

�
持
参
物

旧
合
格
証�
筆
記
具�
印
鑑

８
問
い
合
わ
せ
先

�
広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

電
話
(082)

228－
0110

内
線

3214�
3215

�
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課

９
そ
の
他

試
験
内
容
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は�
一
切
受
け
付
け
な
い

。

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

40号

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
(平
成

17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

18号
)
附
則
第
２
条
に
規
定
す
る�

警
備
業
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
(平
成

16年
法
律
第

50号
)
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
業
法
(昭
和

47年
法
律
第

117号
)
第

11条

の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
(以
下
｢旧
資
格
者
証
｣
と

い
う

。)
を
有
す
る
者
に
対
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
(警
備
業
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
及
び
第

４
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
講
習
に
限
る

。)を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

。

平
成

18年
５
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長
宮

地
治

夫

１
実
施
期
日
及
び
場
所

�
実
施
期
日

平成18年 5月 1日 (月曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 8 7 号

3

広
島
県
公
安
委
員
会
以
外
が
発
行
し
た

旧
合
格
証
を
有
す
る
者
で�
住
所
地
又
は

営
業
所
が
広
島
県
内
に
あ
る
も
の

広
島
県
公
安
委
員
会
以
外
が
発
行
し
た

旧
合
格
証
を
有
す
る
者
で�
広
島
県
内
に

住
所
地
が
あ
り�
か
つ�
営
業
所
が
あ
る

も
の 広
島
県
公
安
委
員
会
が
発
行
し
た
旧
合

格
証
を
有
す
る
者

審
査
対
象
者
の
区
分

○
審
査
申
請
書
１
通

○
写
真
１
葉

(申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽�
正
面�
上
三

分
身�

無
背
景
の
縦

3.0
セ

ン
チ
メ

ート
ル�

横
2.4
セ

ン
チ
メ

ート
ル
の
写
真
で

,

そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影

年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
)

○
旧
合
格
証
の
写
し

提
出
書
類
等
(共
通
)

○
住
所
地
が
広
島
県
内
に

あ
る
者
は�
住
所
地
を
疎

明
す
る
書
面

○
営
業
所
が
広
島
県
内
に

あ
る
者
は�
営
業
所
に
属

す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書

面

○
住
所
地
を
疎
明
す
る
書

面
又
は
営
業
所
に
属
す
る

こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
の

い
ず
れ
か
一
つ

添
付

書
類

(号外)



�
実
施
場
所

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
２
番

27号
中
央
レ
ジ
デ
ン
ス
３
階

社
団
法
人
広
島
県
警
備
業
協
会
研
修
室

２
受
講
定
員

�
４
号
業
務
に
係
る
講
習

30人

�
２
号
業
務
に
係
る
講
習

50人

３
受
講
対
象
者
等

旧
資
格
者
証
を
有
す
る
者
で�

申
込
み
時
に
２
号
業
務
又
は
４
号
業
務
を
実
施
し
て
い
る
営
業
所
に
お

い
て�
当
該
業
務
に
係
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
も
の

４
受
講
申
込
手
続
等

�
受
講
希
望
届
出
書
の
提
出
期
間

ア
４
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

18年
５
月

15日
(月
)か
ら
平
成

18年
５
月

17日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５

時
ま
で

イ
２
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

18年
６
月
７
日
(水
)か
ら
平
成

18年
６
月
９
日
(金
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５

時
ま
で

�
届
出
方
法

ア
受
講
希
望
者
本
人
が�

上
記�

の
提
出
期
間
内
に
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生

活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て�
同
署
備
え
付
け
の
受
講
希
望
届
出
書
に
よ
り
届
出
を
行
う
こ
と

。

イ
受
講
希
望
者
の
数
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は�
抽
選
に
よ
り
受
講
予
定
者
を
決
定
す
る

。

ウ
抽
選
の
結
果
及
び
受
講
申
込
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は�
通
知
等
の
方
法
に
よ
り
連
絡
す
る

。

�
受
講
申
込
書
の
提
出
先

広
島
市
中
区
光
南
二
丁
目

26番
３
号
別
館
光
南
庁
舎
２
階

広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

電
話
(082)

228－
0110

内
線

3214

�
受
講
申
込
書
の
配
付
場
所
等

上
記�

の
場
所
又
は
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
若
し
く
は
生
活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て

直
接
受
け
取
る
こ
と

。

５
提
出
書
類
等

受
講
予
定
者
に
決
定
し
た
者
は�

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
１
通
(申
込
み
前
６
か

月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽�
正
面�
上
三
分
身�
無
背
景
の
縦

3.0セ
ン
チ
メ

ート
ル�
横

2.4セ
ン
チ
メ

ー

ト
ル
の
大
き
さ
の
顔
写
真
を
ち
ょ
う
付
し
た
も
の
)
に�

旧
資
格
者
証
の
写
し
及
び
選
任
証
明
書
(申
込

み
時
に
２
号
業
務
又
は
４
号
業
務
を
実
施
し
て
い
る
営
業
所
に
お
い
て�

当
該
警
備
業
務
に
係
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料
)
１
通
を
添
付
し
て
上
記
４
の�

の
場
所

に
提
出
す
る
こ
と

。

６
受
講
手
数
料
及
び
納
付
方
法

�
受
講
手
数
料

ア
４
号
業
務
に
係
る
講
習

10,000円

イ
２
号
業
務
に
係
る
講
習

14,000円

�
納
付
方
法

受
講
手
数
料
は�

受
講
申
込
書
の
提
出
時
に
各
講
習
の
手
数
料
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙

に
よ
り
納
付
す
る
こ
と

。

こ
の
広
島
県
収
入
証
紙
は�
受
講
申
込
書
に
ち
ょ
う
付
せ
ず
消
印
も
し
な
い
こ
と

。

な
お�
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
返
還
し
な
い

。

７
持
参
物

筆
記
具�
印
鑑�
警
備
業
関
係
法
令
集
(法
令
集
は�
講
習
会
場
に
お
い
て
購
入
可
能
)

８
講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は�
社
団
法
人
広
島
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る

。

９
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

�
広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

�
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課
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警
備
業
法
第
２
条
第
１
項

第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業

務
(以
下
｢２
号
業
務
｣
と

い
う

。)に
係
る
講
習

警
備
業
法
第
２
条
第
１
項

第
４
号
に
規
定
す
る
警
備
業

務
(以
下
｢４
号
業
務
｣
と

い
う

。)に
係
る
講
習

区
分

平
成

18年
６
月

21日
(水
)
か
ら
平

成
18年

６
月

23日
(金
)
ま
で
の
午
前

８
時

30分
か
ら
午
後
５
時

30分
ま
で

平
成

18年
６
月
１
日
(木
)
及
び
平

成
18年

６
月
２
日
(金
)
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５
時

30分
ま
で

実
施

期
日

講
習
最
終
日
に
は
修
了

考
査
を
行
い�
合
格
者
に

は�
警
備
員
指
導
教
育
責

任
者
講
習
修
了
証
明
書
を

交
付
す
る

。

そ
の

他

(号外)



警警警

察察察

本本本

部部部

公公公

告告告

広
島
県
警
察
本
部
公
告
第

43号

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成

7年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る

。

平
成

18年
５
月
１
日

広
島
県
警
察
本
部
長
片

岡
義

篤

１
借
入
物
品
名
及
び
数
量

プ
ロ
グ
ラ
ム
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
(ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ

ータ
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
)
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称

広
島
県
警
察
本
部
総
務
部
情
報
管
理
課

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町
９
番

42号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ

ース
株
式
会
社
中
国
支
店

�
住
所

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
２
番

12号

５
契
約
金
額
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
込
み
月
額
使
用
料
)

14,973,000円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
１
号
該
当
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